
3.　6.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 2

　
４
年
度
〜
８
年
度
を
計
画
期
間

と
す
る
「
財
政
健
全
経
営
計
画
」

は
、市
の
最
上
位
計
画
で
あ
る「
東

久
留
米
市
第
５
次
長
期
総
合
計

画
」
に
お
け
る
各
施
策
に
共
通
し

た
取
り
組
み
で
あ
る
「
持
続
可
能

な
行
財
政
運
営
」
を
具
現
化
し
た

も
の
で
す
。
本
計
画
は
、
財
政
健

全
運
営
に
向
け
た
方
向
性
を
示
す

基
本
方
針
と
、
基
本
方
針
を
受
け

た
具
体
的
な
取
り
組
み
を
示
す
実

行
プ
ラ
ン
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
こ
の
た
び
、
財
政
健
全
経
営
計

画
検
討
会
議
か
ら
の
報
告
を
受
け
、

本
計
画
の
「
財
政
健
全
経
営
に
関

す
る
基
本
方
針
（
改
定
版
）（
素

案
）」
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
の

で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を

募
集
し
ま
す
。

　
【
閲
覧
期
間
・
場
所
】６
月
１
日

（
火
）
〜
２１
日
（
月
）
に
、
市
政

情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１
階
）、

行
政
管
理
課
（
同
４
階
）、
中
央・

滝
山
・
ひ
ば
り
が
丘
・
東
部
の
各

図
書
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
（
た
だ
し
、
各

施
設
の
閉
庁
日・休
館
日
を
除
く
）

　
【
ご
意
見
の
提
出
方
法
】閲
覧
期

間
中
に
（
必
着
）、「
財
政
健
全
経

営
に
関
す
る
基
本
方
針（
改
定
版
）

（
素
案
）
へ
の
意
見
」
と
明
記
し

　
【
発
送
日
】６
月
１０
日
（
木
）

　
【
対
象
者
】普
通
徴
収
（
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
）

の
方
、
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴

収
（
年
金
天
引
き
）
の
方

　
※
非
課
税
の
方
に
は
送
付
し
ま

せ
ん
。
な
お
、
給
与
か
ら
の
特
別

徴
収
（
給
与
天
引
き
）
の
方
に
は
、

税
額
決
定
通
知
書
を
勤
務
先
へ
送

付
し
て
い
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】所
得
税
の
確
定
申
告

期
限
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

申
告
書
を
提
出
さ
れ
た
時
期
に

よ
っ
て
は
、
６
月
１０
日
（
木
）
に

発
送
す
る
納
税
通
知
書
に
申
告
内

容
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
後
日
改

め
て
税
額
変
更
通
知
書
を
送
付
し

ま
す

　
【
３
年
度
課
税
・
非
課
税
証
明

書
】発
行
場
所
・
開
始
日
は
下
表

の
通
り
で
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

一
定
の
金
額
を
負
担
す
る
「
均
等

割
額
」
と
前
年
の
所
得
に
応
じ
て

負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
を
合
計

し
た
額
を
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り

に
納
め
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　
同
保
険
料
は
、
世
帯
の
所
得
水

準
に
応
じ
て
軽
減
さ
れ
ま
す
が
、

制
度
の
持
続
性
を
高
め
、
世
代

間
・
世
代
内
の
公
平
性
を
図
り
、

負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
を
求
め

る
観
点
か
ら
、
３
年
度
の
軽
減
特

例
が
次
の
通
り
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

◎
均
等
割
額
の
軽
減

　
同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
全
員
と

世
帯
主
の
総
所
得
金
額
等
を
合
計

し
た
額
（
※
１
）
を
基
に
均
等
割

額
を
軽
減
し
ま
す
。
６５
歳
以
上
の

方
の
公
的
年
金
所
得
に
つ
い
て
は
、

そ
の
所
得
か
ら
さ
ら
に
高
齢
者
特

別
控
除
額
１５
万
円
を
差
し
引
い
た

額
で
判
定
し
ま
す（
左
表
１
参
照
）。

　
（
※
１
）
総
所
得
金
額
等
を
合

計
し
た
額
＝
前
年
の
総
所
得
金
額
、

山
林
所
得
金
額
、株
式・長
期（
短

期
）
譲
渡
所
得
金
額
の
合
計
（
退

職
所
得
を
除
く
）。
事
業
専
従
者

控
除
、
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
が

あ
る
場
合
は
、
均
等
割
額
の
軽
減

判
定
額
の
算
出
の
際
に
必
要
経
費

と
し
て
算
入
、
ま
た
は
控
除
し
ま

せ
ん
。

児
童
手
当
・
児
童
育
成

手

当

現

況

届

　
現
況
届
は
、
引
き
続
き
手
当
を

受
け
る
た
め
の
要
件
を
満
た
し
て

い
る
か
を
確
認
す
る
も
の
で
す
。

現
況
届
が
未
提
出
の
場
合
、
６
月

分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　
該
当
す
る
現
況
届
を
６
月
１１
日

（
金
）
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必

要
事
項
を
記
入
し
、
添
付
書
類
を

ご
用
意
の
上
、
次
の
通
り
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
【
提
出
期
限
】６
月
３０
日
（
水
）

　
【
提
出
方
法
】▼
児
童
手
当
＝
同

封
の
返
信
用
封
筒
で
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
▼
児
童
育
成
手
当
＝
児
童

青
少
年
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制

度
・
義
務
教
育
就
学
児
医

療
費
助
成
制
度
現
況
届

◎
市
に
所
得
情
報
が
あ
る
方

　
現
況
届
の
提
出
は
不
要
で
す
。

１０
月
か
ら
使
用
す
る
医
療
証
は
９

月
末
に
郵
送
し
ま
す
。

◎
市
に
所
得
情
報
が
な
い
方

　
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

提
出
が
必
要
な
方
に
は
、
現
況
届

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、

病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
、
加

入
す
る
皆
さ
ん
の
経
済
的
負
担
を

抑
え
、
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
保
険
と
し
て
制
度
化

さ
れ
た
も
の
で
す
。
国
保
制
度
は

財
源
を
国
や
都
な
ど
の
公
費
と
、

加
入
者
の
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い

た
だ
く
国
保
税
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
近
年
の
急
速
な

高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
に

よ
る
医
療
費
の
上
昇
な
ど
に
よ
り
、

極
め
て
厳
し
い
財
政
運
営
を
強
い

ら
れ
て
い
ま
す
。

◎
３
年
度
国
保
税
の
税
率
な
ど
に

つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
配
慮
し
、
税
率
な
ど
に

つ
い
て
は
２
年
度
の
税
率
な
ど
を

据
え
置
き
ま
し
た
が
、
国
の
税
制

改
正
の
影
響
に
よ
り
、
市
の
国
保

税
収
は
総
額
約
２
６
０
０
万
円
の

　
２
月
〜
５
月
分
の
手
当
を
指
定

預
金
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

　
【
振
込
予
定
日
】▼
児
童
手
当
＝

６
月
１０
日
（
木
）
▼
児
童
育
成
手

当
＝
６
月
１１
日
（
金
）
▼
ひ
と
り

親
家
庭
住
宅
手
当
＝
６
月
１５
日

（
火
）

　
※
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入
金

が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
助
成

支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

て
、
住
所
・
氏
名
・
年
代
（
例
＝

２０
代
）・
ご
意
見
（
書
式
自
由
）

を
記
入
の
上
、
〒
２
０
３

−

８
５

５
５
、
市
役
所
行
政
管
理
課
宛
て

郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
（
４
７
０
・
７

８
０
４
）
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル

（gyoseikanri@
city.higashik

urum
e.lg.jp

）
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　
※
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で

の
ご
意
見
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
。
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見

は
、
個
人
情
報
を
除
い
た
上
で
要

約
し
、
後
日
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
し
ま
す
。
ご
意
見
の
返
却

や
個
別
の
回
答
は
い
た
し
ま
せ
ん

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　
詳
し
く
は
行
政
管
理
課
☎
４
７

０
・
８
０
３
１
へ
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
３
〜
２
３
３
７
）
へ
。

◎
所
得
割
額
の
軽
減

　
所
得
が
基
準
額
を
超
え
な
い
被

保
険
者
は
、
所
得
割
額
が
軽
減
さ

れ
ま
す
（
左
表
２
参
照
）。

◎
被
扶
養
者
軽
減

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象

に
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
会
社
の

健
康
保
険
（
国
保
・
国
保
組
合
を

除
く
）
な
ど
の
被
扶
養
者
だ
っ
た

方
は
、
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
、

当
面
の
間
、
所
得
割
額
は
掛
か
り

ま
せ
ん
（
左
表
３
参
照
）。

　
【
被
扶
養
者
軽
減
の
期
間
】均
等

割
額
は
、
制
度
加
入
か
ら
２
年
を

経
過
す
る
月
ま
で
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
※
低
所
得
者
に
よ
る
均
等
割
額

の
軽
減
（
左
表
１
参
照
）
に
該
当

す
る
場
合
は
、
軽
減
割
合
の
高
い

方
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係
☎
４
７
０
・
７
８
４
６
へ
。

を
６
月
１１
日
（
金
）
に
郵
送
し
ま

す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、

添
付
書
類
を
ご
用
意
の
上
、
次
の

通
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
現
況

届
が
未
提
出
の
場
合
、
１０
月
以
降

の
医
療
証
の
交
付
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
【
提
出
期
限
】６
月
３０
日
（
水
）

　
【
提
出
方
法
】同
封
の
返
信
用
封

筒
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
助
成

支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

第
２
回
市
議
会
定
例
会

を
６
月
７
日
（
月
）

か
ら
開
催
し
ま
す

　
３
年
第
２
回
市
議
会
定
例

会
が
６
月
７
日
（
月
）
〜
２８

日
（
月
）
の
日
程
で
開
催
の

予
定
で
す
。

　
一
般
質
問
が
９
日
（
水
）

〜
１４
日
（
月
）、
常
任
委
員

会
が
１６
日
（
水
）
〜
１８
日

（
金
）、
予
算
特
別
委
員
会

が
２１
日
（
月
）
の
予
定
で
す

（
い
ず
れ
も
土
曜
日
、
日
曜

日
は
休
会
）。

　
詳
し
く
は
議
会
事
務
局
☎

４
７
０
・
７
７
８
９
へ
。

　
３
年
度
か
ら
の
市
民
税
・
都
民

税
の
主
な
税
制
改
正
内
容
は
下
表

の
通
り
で
す
。

　
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
右

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
３
〜
２
３
３
７
）
へ
。

減
額
（
加
入
者
１
人
当
た
り
平
均

年
税
額
ベ
ー
ス
で
は
、
９
４
４
円

の
引
き
下
げ
）
が
見
込
ま
れ
、
依

然
と
し
て
非
常
に
厳
し
い
予
算
と

な
っ
て
い
ま
す
。

◎
国
保
税
の
算
定
方
法

　
国
保
税
は
、
負
担
能
力
に
応
じ

て
算
出
さ
れ
る
所
得
割
と
、
受
益

者
負
担
の
観
点
か
ら
一
率
に
負
担

い
た
だ
く
均
等
割
の
合
算
に
よ
り

計
算
さ
れ
ま
す
。
具
体
的
な
算
定

例
や
税
制
改
正
の
影
響
な
ど
に
つ

い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
右

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

◎
国
保
事
業
の
健
全
運
営
に
つ
い

て
　
時
代
の
変
化
に
対
応
し
、
将
来

に
わ
た
っ
て
安
定
し
た
国
保
事
業

の
運
営
が
で
き
る
よ
う
に
、
国
保

税
の
税
率
な
ど
を
決
定
し
て
い
ま

す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。

３
年
度
国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）の

税
率
な
ど
が
決
定
し
ま
し
た

�

〜
厳
し
い
国
保
財
政
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
〜

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当

現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

６
月
は
児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
・

６
月
は
児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
・

ひ
と
り
親
家
庭
住
宅
手
当
の

ひ
と
り
親
家
庭
住
宅
手
当
の

定
例
払
い
月
で
す

定
例
払
い
月
で
す

市
民
税
・
都
民
税

�

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

３年度３
年
度
の
保
険
料
の
軽
減
特
例
が

�

見
直
さ
れ
ま
し
た�

市民税・都民税
税制改正に
ついて

表　３年度からの主な税制改正の内容
改正内容 概要・ポイント

給与所得控除及び
公的年金等控除から
基礎控除への振替

◎概要
【�控除額引き下げ】給与所得控除・公的
年金等控除、基礎控除（所得による逓
減あり）

【創設】所得金額調整控除
◎ポイント
　�昨年より給与・年金所得は増えます
が、基礎控除も増えますので、多くの
方は影響がありません。

ひとり親控除の創設
及び寡婦（夫）控除
の改正

◎概要
【創設】ひとり親控除
【廃止】寡夫控除
【適用要件見直し】寡婦控除
◎ポイント
　�未婚であっても控除が適用になります
が、従来の寡婦の方に所得制限が設け
られるなどの変更もあります。

表１　均等割額の軽減割合

総所得金額等の合計額 ３年度
軽減割合

４３万円＋（年金または給与所得者の合計
数−１）×１０万円以下 ７割

４３万円＋（年金または給与所得者の合計
数−１）×１０万円＋２８.５万円×（被保険
者数）以下

５割

４３万円＋（年金または給与所得者の合計
数−１）×１０万円＋５２万円×（被保険者
数）以下

２割

※�世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は
軽減を判定する対象になります。
※�世帯の判定は、当該年度の４月１日時点（年度の途
中で制度の対象になった場合は資格取得日）で行い
ます。

表２　所得割額の軽減割合
（東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減）

賦課のもととなる所得金額 ３年度軽減割合

１５万円以下 ５０％

２０万円以下 ２５％

表３　被扶養者軽減
（均等割額の軽減割合）

加入から２年を経過する月まで 加入から２年経過後

５割軽減 軽減なし

表　３年度課税・非課税証明書の発行
場所 発行開始日

本庁舎・連絡所 ６月１０日（木）
午前８時半から

コンビニ ６月１０日（木）
午前６時半から

※�システムの更新作業のため、６月９日（水）
は終日コンビニでの証明書交付サービス
がご利用できません。
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